


2議 会 だ よ り

一
般
質
問

平
成　

年
３
月 　
　
　
　
　

23
大
鹿
村
議
会
定
例
会
報
告

議
員
発
議

議
案
第
一
号　

議
会
の
議
員
の
議

員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
二
号　

大
鹿
村
特
別
職
の

職
員
で
常
勤
の
者
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
三
号　

一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
四
号　

特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
五
号　

大
鹿
村
美
し
い
村

づ
く
り
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
六
号　

大
鹿
村
補
助
事
業

等
つ
な
ぎ
資
金
貸
付
基
金
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

議
案
第
七
号　

大
鹿
村
補
助
事
業

等
つ
な
ぎ
資
金
貸
付
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

議
案
第
八
号　

資
金
積
立
基
金
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

発
議
第
一
号　

国
保
の
広
域
化
で

は
な
く
、
国
の
財
政
支
援
機
能
の

強
化
を
求
め
、
顔
の
見
え
る
市
町

村
国
保
で
、
健
康
と
暮
ら
し
を
守

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

発
議
第
二
号　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
看
護
条
約
・

夜
業
条
約
に
基
づ
き
、
医
療
・
介

護
労
働
者
の
大
幅
増
員
と
夜
勤
改

善
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て

請　
　

願

「
茂
木　

寛
議
員
」

＊
国
道
一
五
二
号
の
整
備
促
進
状

況
に
つ
い
て

（
村
長
）　

国
道
一
五
二
号
整
備
促

進
期
成
同
盟
会
は
、
長
野
県
下
四

市
一
町
一
村
で
構
成
さ
れ
、首
長
、

議
長
等
に
よ
り
ま
し
て
、
例
年
で

す
と
、
七
月
頃
総
会
を
行
っ
て
各

市
町
村
か
ら
の
要
望
箇
所
を
整
理

し
、
そ
の
後
、
長
野
県
建
設
部
に

要
望
、続
い
て
国
土
交
通
省
本
省
、

関
東
地
整
、
財
務
省
、
国
会
議
員

な
ど
へ
要
望（
提
言
）を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

　

要
望
の
内
容
で
は
、
大
鹿
村
の

両
峠
、特
に
地
蔵
峠
に
つ
い
て
は
、

国
道
の
通
行
不
能
区
間
と
し
て
、

提
言
書
の
冒
頭
の
文
章
の
中
に
明

記
さ
れ
、
次
に
五
項
目
あ
り
ま
す

提
言
事
項
の
う
ち
の
一
項
と
し
て
、

さ
ら
に
二
十
二
項
目
の
提
言
箇
所

に
も
載
せ
ら
れ（
�
十
七
）、
重
要

項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
五
二
号
は
、
大
鹿
村
が

関
係
す
る
区
間
に
つ
い
て
は
、
県

が
管
理
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
県

の
中
期
五
ヵ
年
計
画
の
中
に
調
査

の
実
施
予
定
箇
所
の
中
に
、
大
鹿

村
〜
飯
田
市
間
の
地
蔵
峠
が
明
記

さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
先
般
建
設

事
務
所
と
の
話
し
合
い
の
中
で
は
、

調
査
は
実
施
さ
れ
る
と
聞
い
て
お

り
ま
す
。

「
矢
澤　

正
議
員
」

＊
工
作
館
整
備
事
業
に
つ
い
て

（
村
長
）　

こ
の
工
作
館
に
つ
い
て

は
、
村
を
訪
れ
て
く
れ
た
方
の
、

滞
留
を
は
か
る
施
設
と
し
て
考
え

た
も
の
で
す
。

　

管
理
し
て
い
く
の
は
、
村
、
産

業
建
設
課
と
な
る
予
定
、
委
託
も

視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
指
導
者
は

村
内
の
木
工
経
験
者
を
考
え
て
お

り
ま
す
。

＊
村
内
水
道
に
つ
い
て
お
聞
き
し

ま
す

（
村
長
）　

経
過
年
数
に
つ
い
て
の

ご
質
問
が
最
初
か
と
思
い
ま
す
が
、

大
鹿
で
の
簡
易
水
道
な
ど
飲
料
水

の
供
給
施
設
と
し
て
、
昭
和
二
十

六
年
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
後
の
改
良
に
よ
り
、
現
在
使

用
中
の
古
い
管
路
と
し
て
は
、
昭

和
五
十
二
年
施
工
の
上
市
場
付
近

で
約
三
十
三
年
程
の
経
過
を
し
て

お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
の
改
良
時
に
は
施
工

し
な
か
っ
た
小
渋
橋
に
吊
っ
て
あ

り
ま
す
鉄
管
路
は
、
三
六
災
直
後

の
も
の
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

五
十
年
ほ
ど
の
経
過
が
あ
り
ま
す
。

　

水
垢
・
錆
に
つ
い
て
で
す
が
、

現
在
管
路
延
長
が
全
体
で
、
約
六

十
一
�
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る

鉄
管
と
し
て
は
、
そ
の
六
分
の
一

の
十
一
�
と
な
っ
て
い
ま
す
。
残

り
は
、
ｖ
ｐ
、
ｐ
ｐ
な
ど
で
、
鉄

管
に
つ
き
ま
し
て
も
、
五
十
二
年

頃
か
ら
使
っ
て
い
る
も
の
は
、
ビ

ニ
ー
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ
管
が
使
用
さ

○
国
保
の
広
域
化
で
は
な
く
、
国

の
財
政
支
援
機
能
の
強
化
を
求

め
、
顔
の
見
え
る
市
町
村
国
保

で
、
健
康
と
暮
ら
し
を
守
る
請

願 

「
採
択
」

付
議
事
件

定
に
つ
い
て

議
案
第
九
号　

大
鹿
村
国
民
健
康

保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
十
号　

大
鹿
村
後
期
高
齢

者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
十
一
号　

大
鹿
村
特
別
会

計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
十
二
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
六
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
三
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
四
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
四
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
立
診
療
所
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
四
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
五
号　

平
成
二
十
二
年

度
大
鹿
村
営
水
道
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
三
号
）に
つ
い
て

議
案
第
十
六
号　

平
成
二
十
三
年

度
大
鹿
村
一
般
会
計
予
算
に
つ
い

て議
案
第
十
七
号　

平
成
二
十
三
年

度
大
鹿
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会

　

平
成
二
十
三
年
三
月
大
鹿
村
議
会
定
例
会
が
三
月
十
日
か

ら
十
八
日
ま
で
の
九
日
間
の
会
期
で
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
、
付
議
事
件
二
十
一

件
、
追
加
議
案
一
件
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
・
同
意
さ

れ
ま
し
た
。
請
願
二
件
は
審
議
の
結
果
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
一
般
質
問
は
五
名
の
議
員
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
十
八
号　

平
成
二
十
三
年

度
大
鹿
村
立
診
療
所
特
別
会
計
予

算
に
つ
い
て

議
案
第
十
九
号　

平
成
二
十
三
年

度
大
鹿
村
営
水
道
特
別
会
計
予
算

に
つ
い
て

議
案
第
二
十
号　

平
成
二
十
三
年

度
大
鹿
村
介
護
保
険
特
別
会
計
予

算
に
つ
い
て

議
案
第
二
十
一
号　

平
成
二
十
三

年
度
大
鹿
村
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
予
算
に
つ
い
て

追
加
議
案

付
議
事
件

議
案
第
二
十
二
号　

大
鹿
村
副
村

長
の
選
任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る

に
つ
い
て

○
Ｉ
Ｌ
Ｏ
看
護
職
員
条
約
・
夜
業

条
約
に
基
づ
き
、
医
療
・
介
護

労
働
者
の
大
幅
増
員
と
夜
勤
改

善
を
求
め
る
請
願
書 

「
採
択
」
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れ
て
お
り
ま
し
て
内
部
が
錆
な
い

よ
う
加
工
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す

の
で
、
ご
懸
念
の
件
に
は
当
た
ら

な
い
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

只
、
個
人
の
給
水
施
設
の
古
い
も

の
の
中
に
は
ラ
イ
ニ
ン
グ
以
外
の

鉄
管
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

い
つ
も
か
か
っ
て
い
る
圧
力
や
、

施
工
時
の
状
況
に
よ
っ
て
差
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

「
北
島
千
良
穂
議
員
」

＊
大
鹿
村
第
四
次
総
合
振
興
計
画

に
つ
い
て

（
村
長
）　

第
四
次
総
合
振
興
計
画

の
策
定
に
つ
い
て
の
方
向
は
、
予

算
に
計
上
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、

と
り
ま
と
め
に
つ
い
て
は
、
そ
の

道
と
い
い
ま
す
か
、
業
者
を
選
定

し
て
委
託
す
る
こ
と
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
。

　

村
長
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
と
な

る
も
の
が
欲
し
い
と
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り

の
意
見
と
か
方
向
は
表
現
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
お
話
は
、
早
目
に
伺

う
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な

ど
の
方
法
も
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。

「
熊
谷
英
俊
議
員
」

＊
リ
ニ
ア
の
対
応
に
つ
い
て

（
村
長
）　

大
事
な
ご
提
案
か
と
思

い
ま
す
。
第
四
次
の
振
興
計
画
を

策
定
す
る
中
で
も
重
要
な
位
置
を

占
め
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

併
せ
て
考
え
て
い
っ
た
ら
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

平
成
二

十
二
年
度

消
防
庁
長

官
定
例
表

彰
に
お
い

て
、
大
鹿

村
消
防
団

の
日
頃
の

団
活
動
の

功
績
が
讃

え
ら
れ
、

全
国
で
二

　

国
や
事
業
主
体
に
頼
ら
ず
、
長

短
所
を
洗
い
出
す
機
会
と
の
お
話

で
す
、
十
二
月
の
中
間
と
り
ま
と

め
へ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と

し
て
、
国
の
関
与
、
事
業
主
体
の

説
明
を
要
望
し
て
あ
り
ま
す
。
こ

れ
だ
け
の
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
す
の
で
、
未
熟
な
話
し
合
い
は

危
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
頼

ら
ず
の
幅
な
ど
良
く
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

発
想
が
乏
し
く
て
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ご
質
問
の
よ
う
な
全

村
民
的
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ

が
湧
い
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の

よ
う
な
場
を
作
る
か
・
い
つ
か
と

い
わ
れ
ま
し
て
も
、
今
の
段
階
で

は
具
体
的
に
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ

ん
が
、
交
通
政
策
審
議
会
の
答
申

も
注
視
す
る
中
で
、
取
り
組
み
を

考
え
ま
す
。

＊
図
書
館
設
置
と
教
育
・
福
祉
エ

リ
ア
構
築
に
つ
い
て

（
村
長
）　

こ
の
件
に
つ
き
ま
し
て

は
、
第
四
次
総
合
振
興
計
画
に
盛

り
込
む
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
細
部
に
つ
い
て
は
、
教
育
長

よ
り
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
教
育
長
）　

二
十
三
年
度
に
各
種

団
体
の
委
員
に
よ
る
検
討
委
員
会

を
つ
く
っ
て
図
書
館
施
設
整
備
に

つ
い
て
、
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
検
討
内

容
と
し
て
は
、
場
所
の
問
題
と
図

書
館
の
規
模
の
問
題
等
を
考
え
て

お
り
ま
す
。
ご
指
摘
の
よ
う
に
、

児
童
生
徒
や
、
住
民
の
利
用
し
や

す
い
場
所
に
し
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
図
書
館
職
員
の
配
置
の

問
題
等
を
考
え
る
と
、
図
書
館
を

単
独
で
建
設
す
る
の
で
は
な
く
、

交
流
セ
ン
タ
ー
か
ら
小
学
校
ま
で

に
あ
る
、
既
存
の
公
共
施
設
に
併

設
し
て
建
設
を
し
た
ら
ど
う
か
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

＊
景
観
行
政
団
体
と
景
観
条
例
に

つ
い
て

（
村
長
）　

総
務
社
教
・
産
業
建
設

合
同
委
員
会
で
の
結
論
は
可
決
す

べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

と
お
伺
い
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
質
問
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、

過
日
の
提
案
の
後
の
質
疑
に
お
い

て
も
、
同
様
の
質
問
が
あ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。
検
討
委
員
会
で
の

お
話
の
中
に
も
、
ご
指
摘
の
よ
う

な
ご
意
見
は
あ
り
ま
し
た
が
、
質

問
要
旨
の
中
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

事
務
処
理
面
、
即
時
性
な
ど
検
討

さ
れ
た
中
で
、
今
回
の
独
自
条
例

で
ス
タ
ー
ト
し
て
、
運
用
を
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
訳
で
あ
り
ま

す
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
施
行

に
よ
る
効
果
、
問
題
な
ど
を
見
る

中
で
、
議
員
申
さ
れ
ま
す
よ
う
な

件
に
つ
き
ま
し
て
も
さ
ら
に
研
究

し
て
い
く
こ
と
と
致
し
ま
す
。

「
小
沢　

正
議
員
」

＊
観
光
協
会
の
補
助
金
に
つ
い
て

（
村
長
）　

ご
質
問
に
あ
り
ま
す
補

助
金
は
、
国
の
緊
急
雇
用
対
策
と

し
て
地
域
で
の
雇
用
を
促
進
す
る

た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
臨

時
的
に
三
年
間
の
期
限
で
交
付
さ

れ
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生

特
別
交
付
金
」
で
す
。

　

観
光
協
会
は
平
成
二
十
一
年
度

か
ら
、
商
工
会
へ
の
事
務
委
託
で

な
く
、
観
光
に
特
化
し
て
業
務
を

行
う
専
従
職
員
を
雇
用
し
て
業
務

を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
村

補
助
金
の
財
源
と
し
て
こ
の
交
付

金
を
充
当
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

従
来
か
ら
観
光
協
会
は
任
意
団

体
で
す
の
で
村
の
補
助
金
と
会
員

の
負
担
金
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、

村
の
補
助
金
は
事
業
実
績
に
応
じ

て
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
国
の
雇
用
交
付
金
が

終
了
し
て
も
観
光
協
会
を
運
営
す

る
た
め
の
経
常
的
な
経
費
は
村
で

補
助
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

＊
少
子
高
齢
化
に
伴
う
人
口
減
少

に
つ
い
て

（
村
長
）　

私
の
考
え
の
基
本
は
、

大
鹿
村
と
い
う
名
前
を
広
く
知
っ

て
も
ら
い
、
観
光
な
り
勉
強
、
研

究
、
仕
事
な
り
で
来
て
見
て
も
ら

い
、
こ
の
村
の
よ
さ
を
理
解
し
て
、

住
ん
で
み
た
い
人
が
実
際
に
Ｉ
・

Ｊ
タ
ー
ン
し
て
く
れ
る
こ
と
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
現
在
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ

い
て
は
、
住
宅
用
地
取
得
、
住
宅

の
新
築
・
改
築
、
出
産
祝
い
金
、

通
勤
補
助
、
起
業
す
る
場
合
の
利

子
補
給
が
若
者
向
け
に
は
あ
り
ま

す
。

　

平
成
二
十
一
年
七
月
よ
り
空

席
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
大
鹿

村
副
村
長
に
、
新
し
く
元
産
業

建
設
課
長
の
長
尾
勝
さ
ん
が
選

任
さ
れ
、
三
月
定
例
村
議
会
に

お
い
て
同
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

任
期
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
四
年
間
で
す
。

十
四
市
町
村
消
防
団
が
表
彰
さ

れ
る
「
竿
頭
綬
」
を
授
賞
し
ま

し
た
。

新
し
い
副
村
長
が

選
任
さ
れ
ま
し
た

消
防
庁
長
官
表
彰
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　平成23年度一般会計予算及び特別会計予算を平成23年３月定例村議会に上程し、可決されました。

　一般会計では歳入歳出とも18億円となり、前年度当初予算に比べ金額では8,000万円、率では4.3％の減とな

りました。

歳
入
で
は
、
村
民
税
の
う
ち
個
人
住
民
税
で
二
七
一
万
円
の
減
額
、
固
定
資
産
税
で
大
鹿
発
電
施
設
の
減
価
償
却

等
に
伴
い
五
七
〇
万
円
の
減
額
、
地
方
交
付
税
は
国
の
地
方
財
政
計
画
に
基
づ
き
三
、〇
〇
〇
万
円
の
減
額
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。
国
県
支
出
金
の
主
な
内
容
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
林
道
改
良
事
業
、
森
林
造
成
事
業
。
基
金
か
ら

の
繰
入
金
に
よ
る
主
な
事
業
は
、
村
道
、
林
道
の
改
良
事
業
及
び
長
期
債
償
還
で
す
。
村
債
は
村
道
改
良
事
業
、
林

道
改
良
事
業
、
畜
産
機
械
整
備
事
業
等
に
充
て
る
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳入

一般会計の歳入内訳表
主 な 内 容予 算 額

（単位：千円）歳 入

○村民税○法人税○固定資産税○軽自動車税○村たばこ税○入湯税196,144村 税

○国・県税の一部を一定の基準により譲与・交付されるもの49,749譲与税・交付金

○県及び市町村が標準的な一定水準の行政事務を遂行するために必要な経費のうち、村税・譲与税・交付金等の収入見込み額で
賄えない財源不足額について国税を一定割合の額で公平に補填するもの

940,000地方交付税

○老人施設入所者負担金○鳥獣害防止施設工事負担金2,353分担金及び負担金

○CATV施設使用料○保育所使用料○家畜診療所等使用料○夏秋いちご栽培施設使用料○村営住宅等使用料○博物館等使用料
○燃やすごみ処理等手数料

39,342
使用料及び
手 数 料

○身体障害者保護費○子ども手当○合併浄化槽設置事業○公営住宅整備事業○道路整備事業74,251国庫支出金

○身体障害者保護費○授産施設事務費○後期高齢者基盤安定事業○地籍調査事業○元気づくり支援金事業○福祉医療費
○合併浄化槽設置事業○健康増進事業○中山間地域直接支払事業○鳥獣被害金融対策補助金○森林整備地域活動支援事業
○森林造成事業○林道整備事業○緊急雇用創出事業○ふるさと雇用再生特別事業○県議会議員選挙委託金

187,531県支出金

○村有土地建物貸付収入○基金利子○間伐材等売払収入8,610財産収入

○ふるさと大鹿応援寄付金250寄 附 金

○減債基金○公共施設等整備基金65,000繰 入 金

○前年度繰越金30,000繰 越 金

○水源林造成受託事業○授産所製品加工収入○砂利採取協力金○市町村振興協会交付金○介護給付費収入37,370諸 収 入

○過疎対策事業債○臨時財政対策債169,400村 債

1,800,000計
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一般会計の費目別主要事業
主 な 事 業 名

予 算 額
（単位：千円）

歳 出

○村議会運営経費29,570議 会 費

○長野県議会議員選挙○大鹿村村議会議員選挙○第4次総合振興計画策定○「日本で最も美しい村」推進事業○村外通勤補助
○地域おこし協力隊経費○地籍調査事業

269,416総 務 費

○老人福祉事業○在宅福祉事業○在宅介護支援センター運営事業○授産施設運営事業○子ども手当支給等事業○保育所運営事業
○社会福祉協議会補助金

272,108民 生 費

○患者輸送車運行事業○予防・健康増進事業○環境等パトロール事業○合併浄化槽等設置補助事業○し尿・ごみ処理事業163,409衛 生 費

○鳥獣害防止対策事業○家畜診療所運営事業○畜産振興事業○中山間地直接支払事業○林業技術者育成事業○造林事業○林道改良等事業353,158農林水産業費

○観光情報の受発信○村路線バス運行委託○商工会・観光協会補助○観光施設維持修繕53,469商 工 費

○村道改良・維持工事○橋梁維持修繕経費○村営・公営住宅管理運営○太陽光発電設備設置補助160,976土 木 費

○常備・非常備消防業務○山岳遭難救助業務59,109消 防 費

○小中学校教育○高校通学補助○歌舞伎伝承事業○文化施設管理運営○公民館活動事業103,895教 育 費

0災 害 復 旧 費

○長期債償還元金・利子319,434公 債 費

○基金積立利子5,456諸 支 出 金

10,000予 備 費

1,800,000計

歳
出
で
は
、
総
務
費
で
七
、三
九
六
万
円（
前
年
比
二
一
・
五
％
）の
減
額
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
前
年
度

に
お
い
て
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
施
設
の
改
修
工
事
と
戸
籍
シ
ス
テ
ム
の
更
改
が
あ
っ
た
た
め
で
、
こ
れ
ら
事
業
の
終
了

に
伴
う
減
少
が
主
な
要
因
で
す
。
ま
た
農
林
水
産
業
費
で
七
、七
五
〇
万
円（
同
二
八
・
一
％
）の
増
額
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
内
、
林
業
費
で
は
林
道
の
改
良
・
舗
装
工
事
が
大
き
く
増
え
て
い
ま
す
。
土
木
費
で
は
国
庫
補

助
事
業
に
よ
る
防
災
工
事
及
び
舗
装
修
繕
工
事
で
二
、三
〇
六
万
円
の
増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
（
三
、三
四
一
万

円
）。
教
育
費
の
内
、
小
学
校
費
で
一
、九
〇
七
万
円
の
減
額
と
な
っ
た
の
は
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
実
施
し
た
太
陽
光
発
電

設
備
設
置
工
事
が
終
了
し
た
た
め
で
す
。

尚
、
公
債
費
に
つ
い
て
は
九
、一
一
八
万
円（
同
二
二
・
二
％
）の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
二
十
二
年
度
ま
で
に
財
政

健
全
化
計
画
及
び
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
に
基
づ
く
繰
上
償
還
を
行
っ
た
た
め
で
、
通
常
の
償
還
に
お
い
て
は
三
、四
〇
一
万

円（
同
九
・
六
％
）の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ソ
フ
ト
面
で
は
、「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
」
推
進
事
業
や
都
市
へ
の
Ｐ
Ｒ
事
業
と
交
流
事
業
、
高
校
通
学
バ
ス
費
用
及
び
村

外
通
勤
費
用
の
補
助
、
介
護
等
の
資
格
取
得
の
た
め
の
補
助
事
業
等
が
継
続
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
出
産
祝
金
の
拡
充
、
大
鹿
村
産

木
材
の
活
用
事
業
、
三
六
災
害
の
五
〇
周
年
事
業
等
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

歳出

（単位：千円）各会計予算概要
増減率（％）増減額平成22年度当初予算額平成23年度当初予算額会　　　　計

4.3△80,000△1,880,0001,800,000一 般 会 計

1.22,039172,723174,762国民健康保険特別会計

7.99,196116,486125,682診 療 所 特 別 会 計

3.53,07288,65891,730村 営 水 道 特 別 会 計

100.0△284△2840老人保健医療特別会計

4.88,410175,512183,922介 護 保 険 特 別 会 計

0.48118,77218,853後期高齢者医療特別会計

2.3△57,486△2,452,4352,394,949合　　　計

（単位：千円）

※老人保健医療特別会計は平成２２年度末で廃止となりました。
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　平成21年度に『ふるさと大鹿応援寄付金』を募集しましたと

ころ、村内外の皆様から14件、総額375,679円にも及ぶご寄付

をいただきましたことに深く感謝を申し上げます。

　皆様からいただいた寄付金につきま

しては、平成22年度で実施したそれ

ぞれの事業へ使わせていただきました

のでお知らせします。

事業費
（円）

使　　途
寄付金額
（円）

取組み内容

700,000
観光案内板整備
（落合地区）

100,000
①「日本で最も美しい村」
づくり（景観・環境）に関
する事業

－
Ｈ２３年度事業で使わせ
ていただきます

10,000
②森林整備、水源かん養
に関する事業

199,000
歌舞伎用衣装（文治安
方）購入補助

172,929
③教育の推進及び文化の
保全に関する事業

123,000

アルミ製介助式車椅子
購入（３台）

62,750④福祉に関する事業

④福祉に関する事業（３
万円）に使わせていた
だきました

30,000
⑤その他の目的のために
村長が認めた事業

奥州安達原　宗任物語の段
文治安方の衣裳

（茶袖男帯・薄納戸袖無地薄綿入り
着付・紺地袖蛸絞り柄襦袢）アルミ製介助式車椅子（３台）

平成22年国勢調査結果速報について
　昨年10月１日に行われた国勢調査の結果速報が長野県から公表されました。国勢調査の人口は、調査基準日

(10月１日)に実際に大鹿村に住んでいる方の人数になり、住民登録されている方の人数とは異なります。国勢

調査の結果は、「議員定数の決定」や「地

方交付税交付金の算定基準」などの施策

に反映され、将来人口の推計や人口分析

など学術研究の資料となります。

　大鹿村の人口は、1,160人となりまし

た。また、平成17年国勢調査との比較、

詳しい内容は右記のとおりとなります。

●平成22年国勢調査結果(速報）

人口増減平成17年平成22年

大鹿村
増減率対前回比増減数人口世帯数人口世帯数

(％)(％)(人）(人）(世帯）(人）(世帯）

△ 14.585.5△ 1961,3565661,160531

人口の少ない市町村

人口（人）市町村順位

566平 谷 村1

656売 木 村2

843北 相 木 村3

965王 滝 村4

1,122南 相 木 村5

1,129根 羽 村6

1,160大 鹿 村7

1,657天 龍 村8

1,911泰 阜 村9

1,953生 坂 村10

減少率の大きい市町村

減少率（％）市町村順位

△ 17.7平 谷 村1

△ 17.7小 谷 村2

△ 17.2天 龍 村3

△ 14.5大 鹿 村4

△ 12.0王 滝 村5

△ 11.0栄 村6

△ 10.7売 木 村7

△ 10.5北 相 木 村8

△　9.9根 羽 村9

△　9.6小 川 村10
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　村民の皆様には、東北関東大震災と、長野

北部地震に対する義援金にご理解とご協力を

頂き、厚くお礼申し上げます。

　４月１日時点の大鹿村における義援金の総

額は、次の通りです。

東北関東大震災　612,486円

長野県北部地震　176,805円

計 789,291円

　なお、義援金は引き続き受付けております。

　村民の皆様の温かいご支援とご協力をお願

いします。

　また ３月末まで受け付けておりました、「霧

島山系・新燃岳」の噴火に伴う義援金は、総

額 69,220円となり、美しい村連合を通じて被

災地へお送りいたしました。併せて、皆様方

のご厚志に感謝申し上げます。

－震災の義援金に対するお問合せは－

役場 住民税務課 住民係　�３９－２００１

義義義義義義義義義義義義義義義義義義義義義援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力義援金へのご協力
ああああああああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりがががががががががががががががががががががとととととととととととととととととととととうううううううううううううううううううううごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごござざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすありがとうございます
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１．平成24年歌会始のお題
　　「岸」と定められました。
　　（注）お題は「岸（きし）」ですが、歌のよむ場合は
「海岸」「川岸」のように「岸」の文字の入った熟語
を使用しても差し支えありません。

２．詠進歌の詠進要領
　�詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一
首とし、未発表のものに限ります。

　�書式は、半紙（習字用の半紙）を横長に用い、右
半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電
話番号、氏名、氏名（本名、ふりがなつき）、生年
月日及び職業（なるべき具体的に）を縦書きで書
いてください。（以前に職業に就いたことがある場
合には、なるべく元の職業を書いてください。）

　　　なお、主婦に場合は単に「主婦」と書いても構
いません。

　�用紙は、半紙とし、自筆で自書してください。但
し、海外から詠進する場合は、用紙は随意とし毛
筆でなくても差し支えありません。

　�病気または身体障害のため毛筆にて自書すること
が出来ない場合は下記によることが出来ます。

　　ア．お代筆（墨書）による。代筆の理由、代筆者
の住所及び氏名を別紙に書いて詠進歌に添え
てください。

　　イ．本人がワープロやパソコンなどを使用して印
字する。この場合、これらの機器を使用した
理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。

　　ウ．視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支え
ありません。

３．注意事項
　　次の場合には、詠
進歌は失格となりま
す。

　�お題を読み込んで
いない場合

　�一人で二首以上詠
進した場合

　�詠進歌が既には発表された短歌と同一または著し
く類似した短歌である場合

　�詠進歌を歌会始の行われる以前に新聞、雑誌その
他の出版物、年賀状等により発表した場合

　�２の�に記した代筆の理由書を添えた場合を除き、
同筆と認められるすべての詠進歌

　�住所、氏名、生年月日、職業を書いてないものそ
の他この詠進要領によらない場合

４．詠進の期間
　　お題発表の日から９月30日までとし、郵送の場合
は、消印が９月30日までのものを有効とします。

５．郵送のあて先
　「〒100－8111　宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と
書き添えてください。詠進歌は小さく折って封入し
て差し支えありません。

６．疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、郵
便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒
を添えて、9月20日までに問い合わせてください。

　　また、宮内庁ホームページ
　　（http//www.kunaicho.go.jp/）を御参照下さい。
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平成24年歌会始のお題及び
詠進歌の詠進要領

憲法週間を迎えて
　裁判所では、５月３日の憲法記念日を中心とした５月１日か

ら７日までを憲法週間と定めています。これは、憲法の精神や

国民生活における裁判所の役割を国民の皆さんに理解していた

だくことを目的とするものです。

　さて、国民の皆さんに刑事裁判に参加していただく「裁判員

制度」が始まってから今年で３年目を迎えますが、裁判員裁判

の報道を通して、裁判について考えていただくことが多くなっ

たのではないでしょうか。裁判所は、国民の皆さんにとって裁

判がより利用しやすく分かりやすいものとなるように、日ごろ

から幅広い広報活動を行っています。裁判例情報、司法統計、

見学・傍聴案内をはじめとする各種情報については、裁判所

ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）で、裁判員制度につ

いての詳しい情報については、裁判員制度ウェブサイト

（http://www.saibanin.courts.go.jp/）で、それぞれ紹介して

いますので、是非アクセスしてみてください。

　また、各地の裁判所では、例年この時期に法廷等見学ツアー

や各種説明会などの催しを積極的に行っていますので、ご興味

のある方は最寄りの裁判所の総務課にお問合せいただくか、裁

判所ウェブサイトをご確認下さい。各種行事への参加をきっか

けとして、裁判所をより身近に感じ、裁判所や裁判についての

理解を深めていただければ幸いです。

―― 憲法週間記念行事 ――
　長野地方・家庭裁判所では、憲法週間記念行事として次の行

事を開催します。

成年後見制度説明会
　成年後見制度について、一般向けの説明会を長野家庭裁判所

で開催いたします。

　詳しくは、http://www.courts.go.jp/nagano/をご覧下さい。

　　　もう一人で悩まない成年後見

　　　　　　～家庭裁判所は後見人を応援しています！～
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平成23年度　村税の納付月一覧

備
考

３
月

２
月

１
月

　

月
12

　

月
11

　

月
10９

月
８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

納付月

税　目

年
４
回

４　

期

３　

期

２　

期

１　

期
普 通 徴 収

個
人　

住
民
税

毎　

月

　
　

期

10９　

期

８　

期

７　

期

６　

期

５　

期

４　

期

３　

期

２　

期

１　

期

　
　

期

12
　
　

期

１１
①特別徴収

偶
数
月

６　

期

５　

期

４　

期

３　

期

２　

期

１　

期
②年金特徴

年
４
回

４　

期

３　

期

２　

期

１　

期
固 定 資 産 税

年
１
回

１　

期
軽 自 動 車 税

毎　

月

　
　

期

12
　
　

期

11
　
　

期

10９　

期

８　

期

７　

期

６　

期

５　

期

４　

期

３　

期

２　

期

１　

期
③国民健康保険税

①個人住民税の特別徴収は、会社勤めの方で毎月の給与から源泉税等を天引きされている方です。（特別徴収の場
合は、６月から翌年５月までの12ヶ月が１年分の課税月となります。網掛け部分 は、前年分となります。）
②個人住民税の年金特徴（公的年金からの天引き）の対象者は、４月１日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の
年金所得に係る住民税の納税義務のある方です。（ただし、介護保険料が年金から天引きされていない方や、天
引きされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは対象となりません。）
　天引きされるのは、公的年金等の年金所得から計算した住民税額のみです。
　４・６・８月は前年度２月と同額が天引きされます。10・12・２月は２3年度の年税額の残りの1/3ずつが天引き
されます。
③国民健康保険税は、４月から６月まで　暫定 、７月に本算定となり年間の額が確定します。

◎村税等のお支払は････便利な口座振替をご利用ください。
　口座振替は預金口座から自動的に払い込まれるため、納期のたびに金融機関等へ行く必要が無く、また払い忘れ
がありません。納付の確認は通帳記帳によりできます。
　【取扱金融機関】　JAみなみ信州、飯田信用金庫、郵便局
　【申し込み手続き】　役場または取扱金融機関に申込書がありますのでご利用ください。

　大鹿村は、固定資産税の課税をするうえで適正な評価を確保するた

め、実地調査を行っております。家屋調査については次のとおりです。

１．家屋を新・増築したときに、建主に事前連絡などを行いながら評

価を行う「新・増築調査」（店舗や事務所、また車庫や物置など小

規模な建物も対象となる場合があります。）

２．家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・構造・床

面積など）と比較し、増築や未調査の家屋、取り壊しなどがある

家屋を調査する「全戸調査」

　全戸調査は、既に課税されている家屋との公平を期し、公正で適正

な課税を目的として実施するものです。調査方法は、税務係の職員が

調査に行き、家屋の図面と実際の家屋を照らし合わせながら外観確認

します。確認のため聞き取りをする場合もありますので、調査中は、

大変ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。

　なお、調査に伺う際に職員は『固定資産評価補助員証』を携帯して

います。

◎お願い

　建物の取り壊し・新築・増築をした場合又は、その予定がある場合

は役場税務係（�３９－２００１）までご連絡下さい。

固定資産税（家屋）調査のお願い
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軽自動車税の身障者等減免申請は4月25日(月)までです。
○身体に障害のある方または知的障害、精神障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当す

るものは、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除します。

□減免の対象となる軽自動車等
１．軽自動車等の所有者（納税義務者）および台数等

障害者本人または障害者と生計を同一にする者軽自動車等の所有者（納税義務者）

身体障害者、知的障害者、または精神障害者１人につき１台（自動車、バイク等を含む）減免対象となる台数

２．軽自動車等の使用目的　　　　　＊自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限る。

使用目的は問いません障害者本人が運転する場合

障害者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合
障害者と生計を同一にする方が運転する場合、
または障害者を常時介護する方が運転する場合

□減免の対象となる障害の範囲

　�内部障害とは、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸若しくは小腸の機能障害のことをいいます。

　�免疫機能障害とは、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のことをいいます。

　�音声機能障害は、咽頭摘出による場合に限ります。

　�２以上の障害区分がある場合は、個々の障害区分の程度等につき減免の対象となるか判断になりますので、

　　役場（税務係）までお尋ねください。

□ 提出書類および提示書類
　�軽自動車税減免申請書（税務係の窓口にあります）　　�自動車検査証または標識交付証明書

　�身体障害者手帳等（原本）　　�運転する方の免許証　　�印鑑

□ バイクや自動車を譲渡・廃車したときは…
　○自動車税・軽自動車税は、４月１日現在の車・バイク等の所有者に課税されます。

　○車の売買・譲渡・廃車をしたときは、早めに名義変更や廃車の手続きをして下さい。また、引っ越して住所が

変わったら、住民票の手続きだけでなく、クルマの変更手続きもしましょう。

生計同一者運転の場合または
常時介護者の運転の場合

身体障害者
本人運転の場合

１級～４級１級～４級視　 　 覚

身

体

障

害

者

手

帳

２級、３級２級、３級聴　 　 覚

３級３級平　 　 衡

―〃音　 　 声

１級、２級１級、２級上　 　 肢

１級～３級１級～６級下　 　 肢

〃１級～３級、５級体　 　 幹

１級、２級１級、２級脳原性（上肢）

１級～３級１級～６級脳原性（移動）

１級、３級１級、３級内 部 障 害

１級～３級１級～３級免疫機能障害

生計同一者運転の場合または
常時介護者の運転の場合

身体障害者
本人運転の場合

特別項症～第４項症特別項症～第４項症視　　覚

戦

傷

病

者

手

帳

〃〃聴　　覚

〃〃平　　衡

―特別項症～第２項症音　　声

特別項症～第３項症特別項症～第３項症上　　肢

〃〃下　　肢

特別項症～第４項症〃体　　幹

特別項症～第３項症〃内部障害

療育手帳のＡ１またはＡ２の交付を受けている方知的障害者
精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けてい
る方

精神障害者

「長野県地方税滞納整理機構」平成23年４月業務開始

－お問い合せ－　　役場 税務係　�39－2001

　「長野県地方税滞納整理機構」とは、県内全ての市町

村と県が協力して、大口・徴収が困難な滞納事案を専門

的に処理する広域連合です。

　様々な行政サービスは、皆さんが納める税金により提

供されています。しかし、一部に納税できる資力がある

にもかかわらず滞納している方がいます。きちんと納税

している方との公平性を保つため、機構では、市町村や

県から大口・徴収が困難な滞納事案を引き受け、滞納者

が所有する財産を徹底して調査し、差押えや公売等の厳

格な滞納処分を中心とした滞納整理を行っていきます。
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１年に１度は健康診断を受けましょう
���大鹿村で実施する検診���

平成２３年度

保健福祉課

ヘルス・スクリーニング
＜厚生連健康管理センター＞

○基本検査
　血圧・検尿
　血液検査 2,500円
　心電図・眼底

○オプション検査
　大腸検診（便潜血） 500円
　肝炎ウィルス検査 600円
　前立腺がん検診 1,680円
　骨密度検査 1,050円

１０月２１日　役場（診療所２階）
対象…２０歳以上住民

�
�
�

人間ドック補助
＜各自予約病院＞

補助・・・6,000円

対象・・・４０～７４歳
　　　　　国民健康保険の方

★詳細は、保健福祉課にお問い合わ
せください。

※40～74歳の社会保険の被扶養者で、
村の健康診断を希望される方は各
保険者が発行する健診受診券と保険
証が必要になります。
※社会保険本人の方は、指定された
病院または事業所健診を受けてく
ださい。

誕生月健診
＜大鹿村立診療所＞

○基本検査
　血圧・検尿
　血液検査 2,000円
　心電図

○オプション検査
　大腸検診 500円
　胸部レントゲン ―
　前立腺がん検診 1,500円

毎週木曜日午後１時～３時
※この時間に受診が困難な方は係へ
ご相談下さい

大鹿村立診療所
対象…２０歳以上住民

�
�
�

�
�
�

�
�
�

（医療機関で検査を受けたものについては、検診の必要はありません）

胃・大腸検診
＜健康づくり事業団＞

　胃検診（胃レントゲン） 1,200円
　大腸検診（便潜血） 500円

９月２２日　交流センター

対象…おおむね３０歳以上
　　　８０歳くらいまで

★胃検診は、なるべく病院で
　胃カメラ検査を受けましょう。

日赤女性検診
＜下伊那赤十字病院＞

　子宮がん検診 2,000円
（ 頸部細胞診・経膣エコー ）
　対象…２０歳以上女性

　乳房検診 2,300円
マンモグラフィー検査
（乳房Ｘ線検査）、触診
　対象…４０歳以上女性

日程…３月
★２年に1回は受けましょう。

�
�
�

�
�
�

脳ドック

＜瀬口脳神経外科病院＞
　脳ドック（自己負担22,000円）

＜一之瀬脳神経外科病院＞
　脳ドック（自己負担1８,000円）

日程・・・申込者に連絡
対象・・・４０歳(Ｓ４６年度生)
　　　　　６０歳（Ｓ２６年度生）の方

★対象者には個別に通知します。

結核検診
＜健康づくり事業団＞

　胸部レントゲン

９月１２日（村内各所）

対象…６５歳以上住民

★年１回はレントゲンをとってもら
いましょう。

　誕生月検診でレントゲンをとる方
は必要ありません。

インフルエンザ予防接種
＜大鹿村立診療所＞

日程…１１月２日・１１日・１５日・１８日
　　　１２月６日

　　１３歳以上　　１回
　　１３歳未満　　２回

料金…3,000円（１回）
　　中学生以下は無料
　　65歳以上は1,000円
�
�
�

�
�
�

＊誕生月健診で前立腺がん検診が受

けられます。

 対象者：６０歳以上　男性

＊標記の料金や日程は、変更となる

場合があります。

＊事業所の健診や人間ドック等を受

けられた方は、誕生月健診を受け

る必要はありません。
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ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの
接種費用を補助をしています

　村では、平成２３年１月１１日から、インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワクチン（ヒブワクチン）と小児用肺炎球菌ワク

チンの接種費用の全額補助をしています。

　いずれのワクチンも任意接種です。希望する方が接種できます。

◆対　象　者　　　　　　：　生後２ヶ月齢～５歳未満

◆接種時期と接種回数　　：　年齢により１回～４回　（下記参照）

◆接種場所及び接種方法　：　○飯田下伊那地区の医療機関（大鹿村立診療所含む）

　　　　　　　　　　　　　　○事前に医療機関へ予約をして、「予診票」を保健福祉課へ取りに来てください。

　　　　　　　　　　　　　　○母子手帳・健康の記録と、大鹿村の発行する「予診票」を記入の上、接種日に医

療機関へ提出し、接種を受けてください。

　＊大鹿村立診療所で接種を希望される方は、保健福祉課へお申し込みください。他の予防接種と調整をして後日

接種日をご連絡します。

【インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワクチン】
　Ｈｉｂ（ヒブ）という細菌に感染すると、肺炎や喉頭蓋炎、敗血症などの重篤な全身性疾患を引き起こし、なかで

も髄膜炎は最も頻度が高く、予後が悪い病気です。

　多くの場合は生後３ヶ月～５歳になるまでの子どもたちがかかります。

　世界保健機構（ＷＨＯ）では、1998年にヒブワクチンを乳幼児への定期接種ワクチンに推奨し、世界110カ国以上

で導入されています。各国での効果は高く評価されています。

　副反応は、接種部位の赤みや腫れで、発熱が数％報告されています。これらは通常一時的なもので、数日以内に

消失します。

�接種時期と
　　　接種回数

接種スケジュール接種回数接種開始の年齢

１回目から４－８週間隔で２回目
２回目から４－８週間隔で３回目
３回目の１年後に４回目

４回生後２ヶ月～６ヶ月

１回目から４－８週間隔で２回目
２回目の１年後に３回目

３回生後７ヶ月～１歳未満

１回のみ１回満 １ 歳 ～ ５ 歳 未 満

【小児用肺炎球菌ワクチン】
　肺炎球菌は、子どもの多くが鼻の奥に保菌しています。ふだんはおとなしくしていますが、子どもの体力や抵抗

力が落ちた時などに、いつもは菌がいないところに入り込んで、細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎

といった病気を引き起こします。

　2000年にアメリカで接種が開始され、現在、100カ国で接種されています。このワクチンを接種することで細菌

性髄膜炎や菌血症を激減することが多くの国から報告されています。また、子どもでの保菌が減りうつる機会が

減ったことで高齢者の肺炎球菌感染症も減ったという報告もあります。副反応は発熱や接種部分の赤みや腫れなど、

ほかのワクチンと同じ程度です。

�接種時期と
　　　接種回数

接種スケジュール接種回数接種開始の年齢

１回目から２７日以上の間隔で２回目
２回目から２７日以上の間隔で３回目
３回目接種は１歳未満までに完了
３回目から６０日以上の間隔で、１２ヶ月齢から１５ヶ月齢の間に
４回目

４回生後２ヶ月～６ヶ月

１回目から２７日以上の間隔で２回目
２回目から６０日以上の間隔で１２ヵ月齢後に３回目

３回生後７ヶ月～１歳未満

１回目から６０日以上の間隔で２回目２回１歳以上～２歳未満

１回のみ１回２歳以上～５歳未満
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　大鹿村では、寝たきりや介護予防のために隔週の木曜日午前10時より支援センター２階でまくれん教室を

行っています。肩こりや腰痛など日常生活で困っていることはありませんか。この教室は、イスに座ったまま

でできるストレッチや軽い体操で自分にあったペースで受けることができます。指導は、健康運動士の小林先

生にお願いをしており、楽しく受講できます。また、体操の後、お茶を飲みながらおしゃべりをして、家へ閉

じこもりがちな方の交流の場としても有意義な時間を持つことができます。ぜひ一度参加をしてみてください。

23年度は第１回を４月７日（木）、第２回を４月21日（木）に開催します。希望のある方は、保健福祉課までお申

し出ください。

まくれん教室に参加しませんか！！

　去る３月６日（日）午後１時30分から交流センターにおいて「福祉と健

康の集い」を開催しました。

　今回は90人ほどの参加者が集まり、村民の皆さんの関心の高さを示し

ていました。

　講師は飯綱町社会福祉協議会　認知症支援室長の坂本圭介さんにお願

いをし、「みんなで考えよう、支えよう認知症」と題して、飯綱町での

体験も交えながら認知症はどんな病気なのか、認知症に対する正しい理解をするにはどうしたらよいのか、ま

た地域での関わり方についてのお話をお聞きしました。

　「認知症は、日常生活が困難になる病気であり、物事を判断する能力（認知機能）に障害を生じるものであ

る。認知症にならないようにすることは難しく、いつ自分が認知症になるかはわからないため、認知症になっ

たら家族や地域全体が助けあい、正しい関わり方をすることが大事である」ことを教わりました。　

　話の中で認知症の家族の方は①一人で抱え込まない、②手を抜くことも必要、③誰かに手伝ってもらう、④

愚痴の言える雰囲気、⑤自分の生活も大切にすることがポイントであるというお話でした。

　こうした講演会を機会に住民の認知症に対する正しい理解を深めていければと思います。

福祉と健康の集いを開催しました

　平成22年度の認知症地域ケア研修として医療、介護サービス事業者、

村担当職員を対象とした研修会を去る１月28日午後６時より役場２階の

会議室で行いました。駒ヶ根市のＮＰＯ法人「大曾倉ふれんど」宅幼老

所「亀群」管理者の古谷葉子さんに「高齢者になるということは　『ケ

ア』とはなんだろうか」というテーマでお話をお聞きしました。宅幼老

所を経営しながら、日ごろ感じていること、悩んでいることをお聞きし

ながら研修を深めました。古谷先生は「認知症に対して人としてどう接していくか、ケアを通して相互に学ん

でいます。認知症の方と接した時には、相手が出たときは引く、信頼をしてもらう、何をしたいか、昔どう生

きてきたかなど魂のケアをすることが信頼関係を形成することになります。」

　「心は若くても身体がその年齢になってしまうのが現実であり、高齢になることを認め合う社会になって欲し

い。介護職員として笑顔で接すること」が特に大事な点としてお話されていました。　

　今後も村では認知症対策に取り組む研修会を開催していきます。

認知症の研修会を開催しました
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三種類の国民年金の種別と年金の手続き

平成23年

4月号

 三種類の国民年金の種別 
　日本に住む２０歳以上６０歳未満の方は、国民年金に加入して、基礎年金

を受けることになります。ただし、国民年金の加入者の種別は図のよう

に三種類に分かれていて、保険料を納める方法などが異なっています。

　自営業者等の第１号被保険者には、学生やフリーターなども含まれま

す。第２号被保険者は厚生年金等に加入しているサラリーマン等です。

また、第２号被保険者の被扶養配偶者は第３号被保険者とされます。

　なお、第２号被保険者は、基礎年金に上乗せの厚生年金等を受けられ

ることになっています。

 国民年金の保険料は 
　第１号被保険者の方は、月額１５,０２０円（平成２３年度）の保険料を自身で納めることになります。なお、経済的に

納めることが困難な方には、保険料が免除されたり、猶予される制度が設けられています。

　一方、第２号被保険者と第３号被保険者の保険料は、第２号被保険者が加入している厚生年金等からまとめて

納めることになっているため、個人で納める必要はありません。

 年金の手続きは 
　第２号被保険者と第３号被保険者の年金の手続きは、勤め先の事業主などが行うので、個人で行う必要はあり

ません。

　これに対して、第１号被保険者の年金の手続きは、自身で行うことになっていて、手続き先は市区町村の国民

年金の窓口となっています。

　なお、第２号被保険者が６０歳未満で退職すると、市区町村の窓口で第１号被保険者になるための手続きを行う

ことになっています。

 第３号被保険者はご注意を 
　第３号被保険者が６０歳未満で、①配偶者の退職、②本人のパート等収入の１３０万円以上への増加、③離婚、な

どの理由で被扶養配偶者でなくなると、第１号被保険者になります。

　必ず市区町村の窓口で手続きをしてください。

協会けんぽからのお知らせ
　協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の保険料率が、平成２３年３月分（４月納付分）より、現在の9.26％

から9.39％に引き上げとなります。また、40歳以上64歳未満の方が該当される介護保険料率も、現在の1.50％

から1.51％に変更になります。保険料率の引き上げは、一昨年来の経済危機による保険料収入の減少や医療費

の増大等の影響を受け、財政が悪化したことによるものです。

　厳しい経済状況の中で負担増となりますが、加入者の皆様の医療と健康を支えるため、事業主・加入者の方々

におかれましては、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

－お問い合せ－　全国健康保険協会長野支部　�（026）238－1251　http://www.kyoukaikenpo.or.jp

保険料率が３月分から9.39％へ

厚生年金等

国民年金（基礎年金）

サラリーマンの
扶養配偶者等

サラリーマン
等

自営業者等

第３号
被保険者

第２号
被保険者

第１号
被保険者

　※公務員等は厚生年金ではなく、共済組合に
加入します。
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先
日
、『
越
後
奥
三
面
（
え
ち
ご
お
く
み
お
も
て
）
―
山
に
生
か
さ
れ
た

日
々
』
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
上
映
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
、
東
北
を
巨
大
な
地
震
と
津
波
が
襲
っ
た
翌
日
の
こ
と
で
あ

る
。
上
映
会
自
体
や
る
か
ど
う
か
で
迷
っ
た
の
だ
が
、
中
止
を
前
も
っ
て
伝

え
る
時
間
的
余
裕
も
な
く
、
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
も
何
本
か
あ
り
、
観
た

い
と
い
う
複
数
の
声
に
上
映
を
決
め
た
。
当
日
は
二
十
名
ほ
ど
の
人
が
集

ま
っ
た
。

　

映
画
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
よ
う
。

　

新
潟
県
の
北
部
、
山
形
県
と
の
境
に
あ
る
、
朝
日
連
峰
の
ふ
と
こ
ろ
深
く

に
位
置
す
る
奥
三
面
。
平
家
の
落
人
伝
説
を
も
ち
、
縄
文
遺
跡
も
残
る
歴
史

の
古
い
山
村
で
あ
る
。
奥
三
面
の
人
々
は
山
地
を
生
活
の
基
盤
と
し
、
そ
の

恵
み
を
受
け
て
暮
ら
し
続
け
て
き
た
。
か
れ
ら
が
先
祖
代
々
い
か
に
山
を
活

用
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
か
を
、
集
落
が
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
閉
村
す
る
ま

で
、
四
年
間
に
わ
た
っ
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

深
い
雪
に
お
お
わ
れ
る
冬
に
は
、
ウ
サ
ギ
な
ど
の
小
動
物
を
罠
で
捕
っ
た

り
、
熊
狩
り
を
す
る
。
春
は
山
菜
取
り
、
特
に
ゼ
ン
マ
イ
採
り
は
家
族
総
出

で
、
山
に
小
屋
掛
け
し
て
ひ
と
月
ぐ
ら
い
働
く
。
そ
し
て
田
植
え
。
夏
は
焼

畑
の
季
節
で
あ
り
、
川
で
は
イ
ワ
ナ
や
マ
ス
を
捕
る
。
秋
は
木
の
実
と
き
の

こ
採
り
。
こ
う
い
っ
た
四
季
を
通
じ
た
営
み
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

中
で
も
、
山
の
ゼ
ン
マ
イ
小
屋
で
、
親
の
手
伝
い
を
す
る
子
ど
も
た
ち
の

生
き
生
き
と
し
た
表
情
が
印
象
的
だ
。
飼
っ
て
い
る
猫
や
犬
も
一
緒
に
、
家

族
全
員
が
一
時
的
に
山
で
暮
ら
す
。
中
学
生
の
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
親
が
山
に

出
か
け
て
い
る
間
に
、
自
分
た
ち
の
食
事
の
用
意
を
し
、
小
学
生
の
妹
と
一

緒
に
採
っ
て
き
た
ぜ
ん
ま
い
を
茹
で
、
そ
れ
を
揉
ん
で
水
を
絞
り
、
広
げ
て

干
す
と
い
っ
た
作
業
を
す
る
。
子
ど
も
も
年
寄
り
も
大
切
な
働
き
手
で
あ

る
。
こ
の
ゼ
ン
マ
イ
は
、
一
家
の
貴
重
な
収
入
源
と
な
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
に
最
も
感
動
的
な
場
面
が
あ
る
。
奥
三
面
は
か
つ
て

「
マ
タ
ギ
の
里
」
と
し
て
知
ら
れ
、
独
特
の
狩
猟
文
化
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の

一
つ
と
し
て
昔
か
ら
の
狩
猟
衣
が
残
さ
れ
て
い
る
。
木
綿
の
上
衣
、
麻
の
山

袴
、
そ
の
上
に
動
物
の
毛
皮
と
ス
ゲ
の
蓑
と
笠
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
ら
を

身
に
つ
け
る
と
き
下
着
は
つ
け
な
い
。
汗
を
か
く
と
下
着
が
凍
っ
て
、
猟
師

の
動
き
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
が
命
取
り
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
衣
装
を
、
試

し
に
村
人
に
着
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
村
人
が
言
い

出
し
た
。
こ
れ
を
着
て
山
を
歩
い
て
み
た
い
と
。
狩
の
た
め
で
は
な
い
、
山

仕
事
の
た
め
で
も
な
く
、
た
だ
祖
先
の
使
っ
た
狩
猟
衣
を
つ
け
、
祖
先
が

や
っ
た
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
だ
。

　

長
柄
の
槍
で
斜
面
の
深
い
雪
を
そ
ぎ
落
と
し
な
が
ら
登
る
。
か
つ
て
は
、

村
の
若
い
者
が
先
頭
を
歩
き
、
精
が
尽
き
る
と
そ
の
ま
ま
横
に
倒
れ
る
。
す

る
と
次
を
歩
く
者
が
そ
の
体
を
乗
り
越
え
、
先
頭
に
立
っ
て
雪
を
漕
ぐ
。
経

験
深
い
年
長
の
者
は
、
一
番
後
ろ
を
歩
い
た
と
い
う
。

　

映
画
で
は
三
人
の
村
の
男
た
ち
が
、
ひ
た
す
ら
雪
の
山
を
歩
く
。
そ
の
姿

に
村
人
の
言
葉
が
重
な
っ
て
流
れ
る
。「
山
、
山
、
山
…
。
幾
多
の
恩
恵
、

心
の
支
え
…
お
れ
に
は
山
し
か
ね
え
な
、
山
の
暮
ら
し
し
か
ね
え
な
あ
」

と
。
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
知
恵
を
敬
い
、
山
に
教
え
ら
れ
、
山
と
共
に
暮

ら
し
て
き
た
村
は
、
そ
の
後
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
ん
だ
。

　　

こ
の
映
画
の
上
映
会
を
企
画
し
た
時
は
、
同
じ
山
国
に
暮
ら
す
私
た
ち

が
、
こ
れ
ま
で
に
失
っ
て
き
た
も
の
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
し
て

今
、
失
い
つ
つ
あ
る
も
の
は
な
ん
な
の
か
、
そ
れ
を
確
か
め
た
い
と
い
う
気

持
が
は
た
ら
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
地
震
と
そ
の
後
の
上
映
会
を
経

て
、
自
分
の
中
で
変
わ
っ
て
き
た
。
考
え
る
の
は
、「
今
あ
る
も
の
」
の
中

で
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
。

　

便
利
を
求
め
、
利
潤
を
求
め
、
豊
か
さ
を
求
め
た
先
が
、
今
ほ
こ
ろ
び
を

き
た
し
て
い
る
。
人
間
が
築
い
て
き
た
文
明
と
は
、
自
然
の
力
の
前
に
な
ん

と
無
力
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
本
当
の
豊
か
さ
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
う
考
え
た
時
に
、
今
回
の
映
画
の
も
た
ら
す
意
味
は
大
き
い
。

　

あ
ら
た
め
て
、
山
国
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
な
ん
と
豊
か
な
土
地
に
住
ん

で
い
た
こ
と
か
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　

自
然
の
恩
恵
を
生
か
し
て
生
活
す
る
。
こ
れ
は
村
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て

み
て
も
、
簡
単
で
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
人
は
汗
と
土
と
ほ
こ
り
に
ま
み
れ

て
、
き
び
し
い
労
働
を
重
ね
て
き
た
。
時
に
は
、
災
害
や
獣
害
で
努
力
が
無

に
帰
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
技
術
と
経
験
を
積
ん
で
、
知
恵

を
た
く
わ
え
て
き
た
。

　

一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
か
つ
て
村
の
中
で
は
、
沢
や
川
の
流
れ
を
利
用
し

た
水
車
（
く
る
ま
や
）
が
活
躍
し
て
い
た
。
穀
物
の
脱
穀
や
精
米
や
ワ
ラ
打

ち
ば
か
り
で
な
く
、
製
材
や
発
電
に
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
。
各
集
落
に
必

ず
い
く
つ
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
は
現
代
の
生
活
に
も
、

改
良
の
手
を
加
え
て
活
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い

る
。
他
に
も
消
え
て
し
ま
っ
た
山
国
の
文
化
の
中
に
は
、
現
在
で
も
役
立
つ

も
の
が
ま
だ
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
だ
。

　

山
に
生
か
さ
れ
、
そ
の
恩
恵
に
感
謝
し
て
暮
ら
す
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む

山
国
の
文
化
を
掘
り
起
こ
し
て
み
る
の
は
、
け
っ
し
て
無
駄
な
こ
と
と
は
思

わ
な
い
。
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転　
　

出 

�
野
原　

廣
人

　
　

高
森
町
高
森
南
小
学
校

�
大
澤　

瞳
美
（
退　

職
）

 
転　
　

入 

�
中
沼
実
侑
季

　
　

平
谷
村
立
平
谷
小
学
校
よ
り

�
熊
谷　

美
幸
（
新　

任
）

大
鹿
中
学
校

大
鹿
小
学
校

役

場

関

係

�
住
民
税
務
課 

　

後
藤　

慎
治

　
　

（
保
健
福
祉
課
保
健
医
療
係
）

�
保
育
所

　

小
笠
原
桃
子

　
　

（
産
業
建
設
課
農
林
係
）

�
産
業
建
設
課 

　

池
田　

洸
一

　
　

（
大
鹿
村
社
会
福
祉
協
議
会
派
遣
）

�
保
健
福
祉
課 

　

仲
田　

裕
樹

　
　

（
総
務
課
企
画
財
政
係
）

消
防
団
関
係

団　
　

長　
　

森
下　

敏
彦

副

団

長　
　

下
澤　

一
彦

分

団

長　
　

下
澤　
　

寛

副
分
団
長　
　

紙
谷　

雅
幸

　

〃　

　
　

松
澤　

幸
一

機

関

長　
　

多
田　
　

聡

救

護

長　
　

宮
坂　

浩
二

第
一
班
長　
　

多
田　

一
郎

第
二
班
長　
　

近
藤　

光
央

 
転　
　

出 

�
伊
達　

和
行（
教
頭
）

　
　

松
本
市
立
今
井
小
学
校（
校
長
）

�
大
平　

裕
美

　
　

飯
田
市
立
鼎
中
学
校

�
�
田　

渓
太

　
　

白
馬
村
立
白
馬
中
学
校

�
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ（
A
Ｌ
T
）

　
　

（
退　

職
）

 
転　
　

入 

�
中
田　
　

博（
教
頭
）

　
　

駒
ヶ
根
市
立
赤
穂
東
小
学
校
よ
り

�
板
倉　

新
一

　
　

須
坂
市
立
相
森
中
学
校
よ
り

�
高
山　

麻
里

　
　

長
野
市
立
篠
ノ
井
西
中
学
校
よ
り

�
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
タ
ブ
ス
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー（
A
Ｌ
T
）

　
　

（
新　

任
）

 
4
月
1
日
付
け
新
規
採
用 

�
保
健
福
祉
課
保
健
師

　

小
村　

信
濃
（
新
規
採
用
）

 
異　
　

動 

�
会
計
管
理
者
兼
住
民
税
務
課
長
兼
税
務
係
長

　

島
�　

英
三

　
　
（
会
計
管
理
者
兼
住
民
税
務
課
長
兼
住
民
係
長
）

�
産
業
建
設
課
長

　

吉
田　

敏
彦

　
　

（
総
務
課
課
長
補
佐
兼
企
画
財
政
係
長
）

�
教
育
委
員
会
課
長
補
佐
兼
教
育
委
員
会
事
務
局
係
長

　

北
村　

尚
幸

　
　

（
教
育
委
員
会
社
会
教
育
係
長
）

�
授
産
所
課
長
補
佐
兼
授
産
所
係
長

　

古
瀬　

嘉
昭

　
　

（
住
民
税
務
課
管
理
係
長
）

�
住
民
税
務
課
課
長
補
佐
兼
会
計
係
長
兼
住
民
係
長

　

菅
沼　

穣
二

　
　

（
会
計
室
会
計
係
長
）

�
総
務
課 
課
長
補
佐
兼
行
政
係
長

　

下
澤　

一
彦

　
　

（
総
務
課
行
政
係
長
）

�
総
務
課
課
長
補
佐
兼
企
画
財
政
係
長

　

間
瀬　
　

稔

　
　

（
産
業
建
設
課
農
林
係
長
）

�
産
業
建
設
課
建
設
水
道
係
長

　

磯
部　

孝
行

　
　

（
産
業
建
設
課
建
設
係
長
）

�
住
民
税
務
課
管
理
係
長

　

岩
間　
　

洋

　
　

（
住
民
税
務
課
税
務
係
長
）

�
産
業
建
設
課
農
林
係
長

　

神
崎　

鋭
介

　
　

（
産
業
建
設
課
水
道
係
長
）

訂
正 
と 
お
詫
び

　

前
回
発
行
の
広
報
お
お
し
か

二
〇
八
号
に
お
い
て
次
の
と
お

り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
訂
正
し
、
お
詫
び
致

し
ま
す
。

七
ペ
ー
ジ

「
大
鹿
村
の
人
事
行
政
」

２
、
職
員
の
給
与
の
状
況

　

④
特
別
職
の
報
酬
等
の
状
況

　
　

「
助
役
」⇒

「
副
村
長
」

十
三
ペ
ー
ジ
「
戸
籍
の
窓
」

 
お
誕
生
お
め
で
と
う 

　

田
中　
 
智  
貴 
（
靖
）

と
も 

き

文
満
団
地

 
末
永
く
お
幸
せ
に 

　

佐
藤　

拓
也
（
文
満
）

　

永
井　

麗
沙
（
高
森
町
）

　
　

以
上
二
箇
所
が
記
載
漏
れ

新
規
採
用
職
員
挨
拶

た
。
初
め
て
の
仕
事
で
ご
迷
惑
を

お
掛
け
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
少

し
で
も
早
く
村
の
皆
様
に
顔
を
覚

え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
頑
張
り

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

自
衛
官
募
集
相
談
員
に

阪
村
雅
司
さ
ん

　

阪
村
雅
司
さ
ん（
上
市
場
）が
自

衛
官
募
集
相
談
員
に
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。

　

自
衛
官
募
集
相
談
員
は
、
地
域

へ
の
自
衛
隊
Ｐ
Ｒ
や
地
域
か
ら
自

衛
隊
へ
の
情
報
提
供
な
ど
、
パ
イ

プ
役
と
な
る
お
仕
事
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
る
間
瀬
公
夫
さ
ん
が
、
引

き
続
き
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受

け
ま
し
た
。

　

「
行
政
相
談
」と
は
、
皆
さ
ん
か

ら
、
国
の
役
所
や
独
立
行
政
法
人

及
び
特
殊
法
人
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
関
す
る
苦
情
や
意
見
・
要
望

を
お
聞
き
し
て
、
そ
の
解
決
や
実

現
を
図
る
も
の
で
す
。
こ
の
身
近

な
窓
口
が
行
政
相
談
委
員
で
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
毎
月
大
鹿

村
役
場
で
開
催
さ
れ
る
相
談
会
で

皆
さ
ん
の
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ

い
。
な
お
、
相
談
は
無
料
で
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。

�
相
談
日　

毎
月
同
報
無
線
等
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
開
催
場
所　

大
鹿
村
役
場

行
政
相
談
委
員
に

間
瀬
公
夫
さ
ん
再
任

小村信濃
　

以
前
は

看
護
師
と

し
て
働
い

て
い
ま
し
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４月

　１６日 大震災の復興を応援する
「大鹿さくらの集い」

　１９日 ダンボール・牛乳パック等収集日

　２１日 廃プラの収集日

　２９日 河川一斉清掃（渓流サミット）

５月

　３日 大鹿歌舞伎春の定期公演

　４日 映画「大鹿村騒動記」先行試写会

　１０日 スチール缶と鉄類の収集日

　１２日 廃プラの収集日

　１７日 ビン類・ペットボトルの収集日

　２４日 チラシ・雑誌等の収集日

　２６日 廃プラの収集日

　２９日 南アルプス世界自然遺産登録
 　　推進協議会総会（富士見町）

　下旬 育林祭

　下旬 埋立ごみの収集予定

６月

　上旬 南アルプス大鹿登山口開山式
 （大西公園）

　２日 その他プラスチックの収集日

　７日 その他紙の収集日

　９日 廃プラの収集日

　１４日 アルミ缶と鉄類の収集日

　１９日 三六災害50年シンポジウム
 （飯田文化会館）

　２１日 新聞紙の収集日

　２３日 廃プラの収集日

　２９日 36災害50周年記念事業
 （大鹿村交流センター）

　下旬 粗大ごみの収集予定

７月

　５日 スチール缶と鉄類の収集日

　７日 廃プラの収集日

　１２日 ビン類・ペットボトルの収集日

　１９日 ダンボール・牛乳パック等収集日

　２１日 廃プラの収集日

　30･31日

第20回中央構造線サイクリング大会

　下旬 埋立ごみの収集予定

去る２月２７日日曜日交流センターにおいて、第８代大鹿さ

くらの女王選考会を開催しました。公開審査の結果、小林瑠

伊さん（２３）＝大鹿村と、伊東さやかさん（２０）＝大鹿村のお二

人が新しい女王に選ばれました。

今回選ばれた大鹿さくらの女王は二年間の任期中、各種行

事への参加を通じて

村や南信州地域のＰ

Ｒ活動に活躍してい

ただくことになりま

す。特に村内の行事

（さくらに関する行

事、夏祭り、大鹿歌

舞伎定期公演、中央

構造線サイクリング

大会、産業文化祭な

ど）では皆様と一緒

に行事を盛り立てて

くれることと思いま

す。

大きな抱負を持っ

たフレッシュな新女

王を、よろしくお願

いいたします。

　東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震を受け、被災

された皆様のお見舞いと被災地の１日も早い復興を応援する

機会とします。

　被災地の皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

開催期日　平成23年4月16日（土）
　　　　　午前10時～

　　　　　 第8代大鹿さくらの女王紹介
　　　　　 露店、売店の設置

大震災の復興を応援する

「大鹿さくらの集い」「大鹿さくらの集い」の開催について




